
はじめに
令和2年1月14日札幌地裁判決で
は、法人税法37条7項に規定する「寄
附金」は、①金銭その他の資産又は経
済的な利益の移転があり、②金銭その
他の資産又は経済的な利益の移転が無
償と認められるものであって（対価性
の欠如）、③その行為について通常の
経済取引として是認できる合理的理由
が存在せず（合理性の欠如）、④「寄
附金」から除かれている広告宣伝及び
見本品の費用その他これらに類する費
用並びに交際費、接待費及び福利厚生
費とされるべきものに該当しない支出
をいうものと解されるのが相当である
と判示しています。今回は、関係会社
間取引における価格調整金が寄附金に
該当するかどうかが争点となった事例
をご紹介します。
Ⅰ．関係会社への売上値引及
び単価変更による売上減
額

平26．1．24東京地裁（Ｚ264‐12394）
（認容）（確定）（納税者勝訴）

1．事案の概要
本件は、原告が本件各事業年度にお
いて親会社であるＦ社に対して行った
製品（外壁）の売上値引き及び単価変
更による売上げの減額が法人税法37条
に規定する寄附金に該当するとして処
分行政庁から更正処分等を受けたとい
う事例です。Ｆ社が原告から購入する
外壁の価格は、覚書1条1項により「原
則として合理的な原価計算の基礎に立
ち、Ｆ社・原告協議の上決定する。」
とされており、Ｆ社と原告は、本件各
事業年度の各半期の期首以降、外壁の
代金として、Ｆ社グループにおける生
産会社方針検討会で決定された当初取
引価格による金額を支払い、原告はこ
れを売上として処理した上、各半期の
期末又は各半期の中間以降において、
実際原価を基礎に決定された期末調整
額又は期中調整額により売上値引き又
は単価変更を行っていました。
2．裁判所の判断
Ｆ社グループにおけるユニット生産
事業の事業内容、Ｆ社及び原告の関係

並びに原告の事業特性に鑑みると、原
告とＦ社との間において、原告がＦ社
に対して販売する外壁につき、各半期
の期末又は期中において実際原価（実
績見込原価）を基礎として、それに一
定の損益算定方法（差異分析）により
導かれる損益を加算するという手法に
より、取引価格を決定するという内容
の契約を締結することは、企業の事業
活動の在り方として一概に不合理であ
るとまでは断ずることはできず、その
原価計算及び損益算定方法の内容にお
いて不合理な点がなく、税負担を逃れ
るための恣意的な利益調整ではないと
評価されるものであれば、本件覚書1
条1項の定めに合致するものと解する
ことが相当である。
原告が差異分析の手法を転用し、そ

の上で取引価格を決定したことは、不
合理なものではなく、税負担を逃れる
ための恣意的な利益調整であるとは認
められない。
本件販売契約において合意されたと

みるべき外壁の契約価格は、各半期に
おける期末決定価格又は期中決定価格
であるから、その余の点について判断
するまでもなく、本件売上値引き及び
本件単価変更により、原告からＦ社に
対し、経済的にみて贈与と同視し得る
資産の譲渡又は利益の供与がされたと
は認められないから、本件売上値引き
及び本件単価変更に係る金額は法人税
法37条7項の寄附金に該当しない。
Ⅱ．関係会社への追加傭車費
の支払

令2．1．14札幌地裁（Ｚ270‐13362）
（棄却）（控訴）

1．事案の概要
本件は、Ｂ社の事実上のオーナーで

ある甲が代表理事を務める原告の本件
各事業年度の原告の法人税等につい
て、甲が、原告の各決算期末等から1
か月以上が経過した各決算手続期間中
に、Ｂ社から原告に、Ｂ社に対する追
加傭車費計上額（本件各金員）の請求
書を交付するように指示し、原告が本
件請求書に記載された本件各金員の額
を、いずれも遡った日付である3月末
日等の傭車費の額として損金の額に算

入するなどした上で申告をしたとこ
ろ、処分行政庁からこれを否認され、
更正処分及び重加算税賦課決定処分を
受けたという事例です。原告は、本件
各金員は、本件各取引について確定し
ていなかった傭車費を最終的に確定さ
せるために支払われたものであり、仮
にそうでないとしても、安すぎた傭車
費を適正な額に調整するために両者の
合意の下に支払われたものであって、
本件各金員はＢ社の運送業務に対する
対価であったと主張しました。
2．裁判所の判断
本件各金員の額の決定に当たって
は、Ｂ社が赤字を回避できるか否か、
前年並みの利益を確保できるか否かと
いう観点から専ら検討が行われてお
り、Ｂ社が行った運送業務の費用等に
ついて具体的に考慮されていたわけで
はないことが認められること等の事情
を総合すると、本件各金員は、Ｂ社の
赤字を補填し、あるいは黒字を増大さ
せる目的で交付されたものというべき
であって、Ｂ社の運送業務に対する対
価性を有するということはできない。
そして、原告が、Ｂ社に対し、当初
から業務内容に見合った適正価格の傭
車費を算定して支払うか、Ｂ社が実際
に行った運送業務の内容（特に運送費
用）等を考慮して事後的に傭車費を算
定して支払うことをせず、本件各取引
のように、発注時には原告受注額の5
％引きで発注することを原則としなが
ら、後日の調整場面においては、Ｂ社
が行った運送業務の内容等を捨象し
て、専らＢ社や原告の収支額に照らし
て調整金額を決定して支払うという方
法には、何ら合理性は認められない。
以上によれば、本件各金員は、法人
税法37条7項に規定する「寄附金」に
該当する。
（重加算税の賦課決定処分についても
適法であると判断されました。）
Ⅲ．国外関連者に支払われた
取引価格の修正による調
整金

平28．6．9非公開裁決
（Ｆ0‐2‐634）（棄却）

1．事案の概要

本件は、請求人が、国外関連者であ
るＡ法人とのサービス契約に係る対価
の額とする金額（本件サービスフィ
ー）を損金の額に算入したことについ
て、原処分庁が、当該金額は、当該サ
ービス契約に係る役務の提供がないに
もかかわらず、Ａ法人と通謀して架空
の契約書を作成し損金の額に算入した
ものであるとして法人税等の更正処分
及び重加算税の賦課決定処分を行った
のに対し、請求人が、当該金額は、Ａ
法人への製品の販売に係る取引価格の
修正による調整金であり、損金の額に
算入されるものであるとして、上記処
分の取消しを求めた事案です。
2．国税不服審判所の判断
本件サービスフィーは、本件国外関
連取引に係る取引価格の遡及改定に関
する事前の取決めがあったと認められ
ないこと、並びに支払等に係る理由、
算定の方法及び計算根拠が本件国外関
連取引に係る取引価格を事後に変更す
る場合の合理的な理由又は算定とはい
えないことから、合理的な理由に基づ
く取引価格の修正による価格調整金に
該当しない。また、本件国外関連取引
又はその他の取引に係る何らかの対価
であることを認めるに足りる証拠はな
いから、金銭を対価なく他に移転させ
るものと認められる。
以上のことから、本件サービスフィ
ーは、法人税法37条7項に規定する寄
附金の額に該当し、かつ、国外関連者
に対する寄附金の額として措置法66条
の4《国外関連者との取引に係る課税
の特例》第3項の規定の適用対象とな
るというべきである。
（重加算税の賦課決定処分についても
適法であると判断されました。）

おわりに
TAINSで上記判決等を検索する場
合のキーワードは、「寄附金」、「取引
価格」です。

TAINSの入会に関するお問い合
わせは、データベース事務局へ
TEL 03‐5496‐1195

小菅 貴子［本郷］

寄附金／関係会社間取引に
おける価格調整金
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